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○ 支部においては、インセンティブ制度の創設以前より各評価指

標の実績向上に向けた取組を進めてきた。 

○ 近年、当支部ではコラボヘルス（事業主との協働）に着目し、

健康宣言事業を推進する中で、事業所における健康づくりを支

援。 

○ トップセールス（支部幹部職員による訪問勧奨）等も活用し、

昨年度は約300社に訪問。特定保健指導や要治療者の受診勧奨等

を依頼するとともに、インセンティブ制度の説明を実施。 

○ その際、「支部単位で実績が公表されるため、事業所ごとの実

績や課題が明確ではなく、事業主等が個別の対策を取りづらい」

という課題が生じたことから、インセンティブレポートの発行を

開始。 

１．はじめに 
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○ 事業主等に自社の立ち位置を把握いただくことで、従業員等へ

の介入を促進。 

○ 具体的には、事業所毎の実績を掲載し、支部平均等との比較を

行うとともに、対応策や保険料率への影響等を付記することで、

事業所毎の課題や必要なアクションの「見える化」を実施。 

２．インセンティブレポート（概要） 

１ ２ ３ ４ 

訪問等により 
事業主等に説明 

自社の立ち位置 
を把握 

従業員への 
周知 

特定健診等の 
取組の推進 
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２．インセンティブレポート（イメージ①） 

事業所ごとの実績 

評価指標別に実績を掲載。 

 

簡易的な評価 

目標と比較して簡易的に評価。

【Excellent】/【Good】/【Not Good】 

シンボルマーク 

評価指標ごとにマークを掲載し、評価

される行動等を視覚的に表現。 

※ マークはレポート作成以前に別事業に

おいて作成したもの。 
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制度概要 

簡単な制度イメージを掲載し、上位に

入れば報奨金が得られることを説明。 

支部順位 

折れ線グラフを用いて視覚的に支部の

順位を紹介。 

保険料率への反映結果 

結果による保険料率への影響度を説明

し、事業主等の取組を促進。 

２．インセンティブレポート（イメージ②） 
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支部平均との比較 

支部平均と比較したレーダーチャート

により、自社のボトルネックを把握。 

現状と対応策 

評価指標ごとの現状や対応策を示し、

事業主等の理解度を向上。 

被保険者・被扶養者別 

従業員の家族の状況等も示し、事業主

等による関与を促進。 

２．インセンティブレポート（イメージ③） 
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保健指導中断率 

中断率を示し、途中終了（リタイア）

しないよう事業主等の関与を促進。 

全国1位支部実績 

全国1位支部の実績を紹介することで、

加入支部の立ち位置を把握。 

２．インセンティブレポート（イメージ④） 
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２．インセンティブレポート（内部共有及び外部への展開） 

○ 他支部でも作成できるよう、レポート作成ツール・マニュアル

を情報提供（当支部で自作しており、他支部でも無料で作成可

能）。 

○ 令和元年8月7日より加入事業所への発行を開始し、併せて

ニュースリリースを行い、県下の3紙において新聞記事が掲載。 

○ これまで約30社に対して、訪問により事業主等への説明を実施

（インセンティブ制度によって保険料率が変動する令和2年3月以

降に配付先を拡大していく予定）。 

○ 事業主等からは、「会社の課題が明確になった」、「インセン

ティブ（報奨金）を得られるよう会社として取り組んでいく」等

の肯定的な意見があった一方、「インセンティブの規模が小さ

く、積極的に取り組む意欲が湧きづらい」等の意見もあった。 
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３．おわりに 

○ インセンティブ制度の周知に当たっては、保険料率が変動する

時期等を捉えて丁寧に対応するとともに、加入者・事業主の理解

を深めるための周知方法について引き続き検討を進めていく。 

○ また、支部においては、地域の実情に対応した保健事業の推進

や医療費適正化対策等、戦略的保険者機能の発揮を図ることが重

要。インセンティブ制度の周知に留まることなく、複層的に取組

を展開し、戦略的保険者機能の発揮に努めていく。 
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（参考）とやま健康企業宣言 ① 

スモールチェンジ 
からスタート 

テーマの選定 
及び対策 

健康づくりの 
実施 

取組の評価 
（STEP1,2の認定） 

宣言 
（宣言証の交付） 

働く人が 
元気な職場 

事業所健康度 
診断等で健康課題を 

「見える化」 

STEP1：従業員の健康づくりにおける基本的な取組 
STEP2：メンタルヘルス、過重労働防止対策等のさらなる取組 

【STEP1認定証】 【STEP2認定証】 

経営者の 
強いリーダーシップ 

取組結果を周知し、 
企業価値を向上 

【宣言証】 

従業員を 
健康にするぞ！ 

（※）令和元年10月末現在、宣言事業所365社、うち認定事業所152社。 

○ 平成28年度より宣言事業を開始。富山県、健康保険組合連合会

富山連合会とともに「健康企業宣言推進協議会」を設置し、事業

所における健康づくりの推進や取組の評価（認定）を実施。 
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特定保健指導（被保険者）初回面談件数 宣言事業所数 
（件数） （事業所数） 

（参考）とやま健康企業宣言 ② 

初回面談件数と宣言事業所数の伸び 

○ 被保険者の特定保健指導は、トップセールスや健康宣言事業の

普及により事業主等の理解が進んだことで、初回面談件数が大幅

に向上。 


